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１　

は
じ
め
に

「
富
士
市
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
の
推
進
に
関
す
る

条
例
」（
以
下
「
本
条
例
」
と
い
う
。）
は
、
平
成
29

年
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
議
員
提
案
に
よ
る
政
策
条

例
で
す
。
ま
だ
耳
慣
れ
な
い
方
も
多
い
と
は
思
い
ま

す
が
、「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
」
と
は
、
様
々
な
理

由
に
よ
り
働
き
た
く
て
も
働
く
こ
と
が
で
き
な
い
状

態
に
あ
る
全
て
の
人
が
自
ら
選
択
し
た
仕
事
に
従
事

で
き
る
状
態
を
示
す
言
葉
で
あ
り
、
千
葉
県
に
あ
る

社
会
福
祉
法
人
が
商
標
登
録
を
し
て
い
ま
す
。
本
条

例
制
定
に
至
る
過
程
で
、
そ
の
理
念
が
条
例
の
趣
旨

と
合
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、視
察
や
協
議
を
経
て
、

御
了
承
を
い
た
だ
き
、条
例
名
に
使
用
し
て
い
ま
す
。

２　

条
例
制
定
に
至
っ
た
背
景
と
経
緯

平
成
26
年
11
月
、
富
士
市
長
の
も
と
に
、
障
害
を

持
つ
方
た
ち
の
御
家
族
か
ら
１
万
９
３
８
６
筆
の
署

名
を
添
え
て
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
に
積
極
的
な
企

業
の
誘
致
及
び
支
援
を
求
め
る
要
望
書
」
が
提
出
さ

れ
ま
し
た
。

以
前
か
ら
障
害
者
就
労
等
に
力
を
入
れ
て
い
る
市

外
、
県
外
の
企
業
、
行
政
へ
の
視
察
を
行
う
議
員
が

多
く
、
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の

要
望
書
提
出
に
同
席
し
た
議
員
を
中
心
に
、
会
派
を

超
え
た
「
富
士
市
議
会
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
推
進
議

員
連
盟
」（
以
下
「
議
連
」
と
い
う
。）
が
発
足
し
ま

し
た
。
平
成
27
年
度
に
入
る
と
、
議
連
は
現
状
を
把

握
す
る
た
め
、
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
市
内
外
の
障
害

先進・ユニーク条例【解説】

　静岡県富士市は、「富士市ユニバーサル就
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者
就
労
支
援
施
設
、
一
般
企
業
及
び
関
係
行
政
機
関

を
訪
問
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
の
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
際
、

・	

支
援
施
設
で
就
労
受
入
先
の
企
業
情
報
が
共
有

さ
れ
て
い
な
い

・	

企
業
は
障
害
の
有
無
で
は
な
く
、
戦
力
に
な
る

人
材
を
求
め
て
い
る

な
ど
の
意
見
を
耳
に
す
る
と
同
時
に
、
引
き
こ
も
り

だ
っ
た
若
者
、企
業
を
退
職
し
た
高
齢
者
及
び
、様
々

な
理
由
で
雇
用
さ
れ
に
く
い
と
思
わ
れ
る
方
に
、
業

務
を
適
切
に
切
り
分
け
、
短
時
間
の
就
労
を
支
援
し

て
い
る
企
業
の
話
も
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

議
連
で
は
、
改
め
て
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
の
重
要

性
を
認
識
す
る
に
至
り
、こ
れ
ら
の
調
査
を
踏
ま
え
、

平
成
27
年
11
月
、
市
長
に
対
し
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就

富
士
市
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
の
推
進
に 

関
す
る
条
例

富
士
市
議
会

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
推
進
特
別
委
員
会
委
員
長
　
荻
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丈
仁

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
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労
推
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会
長
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労
促
進
計
画
の
策
定
を
提
案
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

議
連
同
様
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
の
必
要
性
を
感
じ

て
い
た
市
長
か
ら
、
早
期
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
の

実
現
の
た
め
に
、
議
会
と
当
局
の
協
働
に
よ
る
事
業

案
検
討
の
申
出
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
例
の

な
い
市
長
か
ら
の
申
出
を
受
け
、
議
連
で
は
、
再
度
、

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
の
基
本
的
な
考
え
方
を
整
理
し

た
結
果
、
事
業
の
円
滑
な
実
施
に
は
条
例
制
定
が
必

要
で
あ
る
と
の
声
が
多
く
挙
が
っ
た
こ
と
か
ら
、
平

成
28
年
度
か
ら
、
議
連
内
で
条
例
制
定
チ
ー
ム
と
モ

デ
ル
事
業
案
の
策
定
等
を
行
う
事
業
検
討
チ
ー
ム
に

分
か
れ
、
当
局
と
の
協
議
を
含
め
、
本
格
的
に
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
就
労
の
推
進
に
向
け
動
き
始
め
ま
し
た
。

こ
う
し
て
出
来
上
が
っ
た
条
例
案
に
つ
い
て
、
パ

ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
に
よ
る
意
見
募
集
を
行
い
、

「
富
士
市
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
の
推
進
に
関
す
る
条

例
」
を
平
成
29
年
２
月
定
例
会
で
議
員
発
議
に
よ
り

上
程
、
可
決
し
、
平
成
29
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
し

て
い
ま
す
。

３　
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
の
推
進
に
関

す
る
条
例
」
と
は

（
１
）
構
成

本
条
例
は
、
前
文
と
全
12
条
で
構
成
さ
れ
て
い
ま

す
。
始
め
に
、
富
士
市
の
現
状
と
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就

労
が
目
指
す
社
会
の
姿
を
示
し
た
前
文
に
続
い
て
、

第
１
条
か
ら
第
３
条
で
、
目
的
、
定
義
及
び
基
本
理

念
を
示
し
て
い
ま
す
。
第
４
条
か
ら
第
12
条
で
は
、

市
、
市
民
、
事
業
者
、
事
業
者
団
体
の
責
務
を
明
示
、

さ
ら
に
市
に
対
し
て
、
財
政
上
の
措
置
等
を
講
ず
る

こ
と
や
、
市
民
、
事
業
者
及
び
事
業
者
団
体
と
の
連

携
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

（
２
）
定
義

「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
」
の
定
義
は
、
始
め
に
述
べ

た
と
お
り
で
す
が
、
よ
く
あ
る
障
害
者
支
援
で
は
な

く
、
法
で
救
わ
れ
に
く
い
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
に
い
る

方
や
、
生
き
づ
ら
さ
を
感
じ
つ
ら
い
思
い
を
し
て
き

た
方
へ
の
支
援
を
す
る
も
の
と
し
て
定
義
し
ま
し
た
。

（
３
）
基
本
理
念

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
と
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労

支
援
対
象
者
が
た
だ
就
労
で
き
れ
ば
い
い
と
い
う
も

の
で
は
な
く
、

・	

個
性
や
意
欲
に
応
じ
て
能
力
を
発
揮
で
き
る

・	

社
会
の
一
員
と
し
て
社
会
経
済
活
動
に
参
加
で

き
る

こ
の
よ
う
な
地
域
社
会
の
実
現
を
、
市
、
市
民
、
事

業
者
及
び
事
業
者
団
体
が
協
働
で
推
進
し
て
い
く
こ

と
を
基
本
理
念
と
し
て
規
定
し
ま
し
た
。

４　

特
筆
す
べ
き
事
項

（
１
）
市
の
責
務
（
第
４
条
）

　
（
市
の
責
務
）

第
４
条　

市
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
総
合

的
か
つ
計
画
的
に
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
の
推
進

に
関
す
る
施
策
を
講
ず
る
責
務
を
有
す
る
。

本
条
例
と
同
時
進
行
で
検
討
を
行
っ
た
各
事
業
に

つ
い
て
、
そ
の
確
実
な
実
施
を
担
保
す
る
た
め
、
市

の
責
務
を
明
記
し
た
も
の
で
す
。

（
２
）
市
民
・
事
業
者
・
事
業
者
団
体
の
責
務
（
第

５
条
〜
第
７
条
）

　
（
市
民
の
責
務
）

第
５
条　

市
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
と

と
も
に
、
市
が
実
施
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　
（
事
業
者
の
責
務
）

第
６
条　

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
の
推
進
の
た
め
に
雇
用
の

創
出
及
び
拡
大
を
図
る
と
と
も
に
、
一
人
ひ
と

り
の
個
性
に
配
慮
し
な
が
ら
働
き
や
す
い
職
場

環
境
を
整
備
し
、
及
び
市
が
実
施
す
る
施
策
に

協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　
（
事
業
者
団
体
の
責
務
）

第
７
条　

事
業
者
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と

先進・ユニーク条例
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り
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
の
推
進
の
た
め
に
必
要
な
情

報
の
提
供
及
び
助
言
に
努
め
る
と
と
も
に
、
市

が
実
施
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も

の
と
す
る
。

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
の
推
進
は
、
議
会
と
行
政
の

取
組
だ
け
で
達
成
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

市
民
、
事
業
者
、
事
業
者
団
体
の
理
解
と
積
極
的
な

協
力
が
不
可
欠
で
す
。
特
に
、
実
際
に
雇
用
す
る
側

と
な
る
事
業
者
に
対
し
、
業
務
の
切
り
分
け
に
よ
っ

て
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
支
援
対
象
者
が
従
事
可
能

な
業
務
が
生
み
出
せ
る
事
例
を
示
す
な
ど
、
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
就
労
の
持
つ
可
能
性
に
つ
い
て
理
解
を
広

げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
３
）
財
政
上
の
措
置
（
第
８
条
）

　
（
財
政
上
の
措
置
）

第
８
条　

市
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
の
推
進
に

関
す
る
施
策
の
実
施
に
必
要
と
な
る
財
政
上
の

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

市
の
責
務
の
う
ち
、
財
政
上
の
措
置
を
明
記
し
た

も
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
も
市
で
は
生
活
困
窮
者
や
就

労
困
難
者
に
対
す
る
支
援
事
業
を
行
っ
て
き
ま
し
た

が
、
平
成
29
年
度
は
本
条
例
施
行
に
伴
う
事
業
の
実

施
に
当
た
り
、
事
業
を
牽
引
す
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就

労
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
等
、
新
た
に
予
算
措
置
を

行
っ
て
い
ま
す
。
今
後
も
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
推
進

に
有
効
な
事
業
の
提
案
に
は
、
積
極
的
な
対
応
を
求

め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
４
）
推
進
体
制
の
整
備
（
第
９
条
）

　
（
推
進
体
制
の
整
備
）

第
９
条　

市
は
、
市
民
、
事
業
者
及
び
事
業
者
団

体
と
協
力
し
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
を
推
進
す
る

た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。

本
条
に
の
っ
と
り
、
市
は
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
の

推
進
に
必
要
な
体
制
整
備
の
一
つ
と
し
て
、
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
就
労
推
進
協
議
会
を
設
立
し
ま
し
た
。
こ

れ
は
あ
ら
ゆ
る
面
で
配
慮
を
し
な
が
ら
支
援
を
行
う

必
要
が
あ
る
本
事
業
に
お
い
て
、
市
と
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
就
労
に
携
わ
る
方
々
が
意
見
交
換
や
情
報
共
有
す

る
場
が
不
可
欠
で
あ
る
と
の
考
え
か
ら
で
す
。

（
５
）
顕
彰
（
第
11
条
）

　
（
顕
彰
）

第
11
条　

市
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
の
推
進
に
著

し
く
貢
献
し
た
も
の
を
顕
彰
す
る
も
の
と
す
る
。

今
後
、
重
点
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
課
題
の
一
つ

と
し
て
、企
業
説
明
会
の
開
催
や
企
業
訪
問
に
よ
り
、

協
力
企
業
を
増
や
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
就
労
支
援
対
象
者
の
雇
用
に
向
け
、
こ
の
企
業

説
明
会
等
を
通
し
て
、
業
務
の
切
り
分
け
や
短
時
間

労
働
に
つ
い
て
理
解
い
た
だ
け
る
よ
う
努
め
て
い
ま

す
が
、
雇
用
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
り
、
市
の
施

策
に
協
力
い
た
だ
い
た
市
民
や
事
業
者
等
を
顕
彰
す

る
事
業
と
し
て
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
付
与
す
る
方

法
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。　

５　

具
体
的
な
取
組
事
業
に
つ
い
て

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
条
例
制
定
に
向
け
た
動
き

と
同
時
進
行
で
、
平
成
29
年
度
か
ら
事
業
が
実
施
で

き
る
よ
う
、
具
体
的
な
事
業
検
討
も
行
っ
た
わ
け
で

す
が
、
そ
の
成
果
と
し
て
、
既
に
市
が
取
り
組
ん
で

き
た
生
活
困
窮
者
や
就
労
困
難
者
に
対
す
る
事
業
を

拡
充
し
た
「
生
活
困
難
者
・
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
支

援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
業
」
の
予
算
化
の
ほ
か
、
既
存

の
相
談
事
業
の
流
れ
な
ど
を
体
系
化
し
、
多
く
の
関

係
機
関
と
の
連
携
・
支
援
体
制
を
明
確
に
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
平
成
29
年
度
当
初
か
ら
始
ま
っ
た

14
事
業
（
現
在
は
関
連
事
業
も
含
め
て
16
事
業
）
の

中
か
ら
、
主
だ
っ
た
事
業
を
紹
介
し
ま
す
。

（
１
）
生
活
困
窮
者
・
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
支
援
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
業
（
４
事
業
）

・	

既
存
の
就
労
準
備
支
援
事
業
の
対
象
を
、
様
々
な

就
労
困
難
者（
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
支
援
対
象
者
）

に
ま
で
広
げ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

①
就
労
準
備
支
援
事
業

生
活
保
護
受
給
者
及
び
生
活
困
窮
者
に
不
足
す

る
就
労
に
必
要
な
知
識
・
技
能
等
を
補
う
就
労

準
備
支
援
を
実
施
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②
就
労
困
難
者
就
労
支
援
事
業

就
労
困
難
者
に
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
等

を
行
い
、
適
性
に
合
わ
せ
た
就
労
支
援
を
実
施

③
協
力
企
業
等
開
拓
事
業
（
受
け
皿
開
拓
）

多
様
な
働
き
方
を
提
供
で
き
る
協
力
事
業
所
を

開
拓
し
、
就
労
に
つ
な
げ
る

④
協
力
企
業
等
支
援
事
業
（
支
援
付
就
労
）

協
力
事
業
所
で
の
雇
用
継
続
の
た
め
、
就
労
者

や
事
業
所
に
対
す
る
相
談
・
支
援

（
２
）
市
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
推
進
事
業

・	

市
民
、
事
業
者
等
へ
の
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
」

の
広
報
・
啓
発
を
目
的
に
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労

広
報
室
を
設
置

・	

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
支
援
対
象
者
を
社
会
の
一
員

と
し
て
支
え
て
い
く
た
め
に
、
市
民
意
識
か
ら
の

土
壌
形
成
を
推
進

（
３
）
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
推
進
協
議
会
運
営
事
業

・	

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
に
関
わ
る
様
々
な
分
野
の
各

種
相
談
窓
口
等
の
関
係
機
関
、
事
業
者
、
事
業
者

団
体
等
に
参
加
い
た
だ
く
協
議
会
を
設
置

・	

様
々
な
情
報
交
換
と
と
も
に
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就

労
推
進
事
業
に
関
す
る
意
見
の
聴
取

（
４
）
市
に
よ
る
就
労
困
難
者
雇
用
事
業

・	

従
事
可
能
な
業
務
の
抽
出
を
行
い
、
雇
用
形
態
を

研
究

・	

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労
支
援
対
象
者
を
市
役
所
で
試

験
的
に
雇
用

上
記
以
外
に
も
、
農
林
水
産
業
経
営
体
の
協
力
に

よ
る
体
験
事
業
な
ど
が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。

６　

さ
い
ご
に

今
回
、
富
士
市
議
会
で
は
市
長
と
協
働
し
て
、
条

例
や
事
業
検
討
に
取
り
組
む
と
い
う
貴
重
な
経
験
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
議
決
機
関
と

し
て
の
役
割
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
議
会
が
、
市
長
と

は
違
っ
た
視
点
で
政
策
提
案
し
、
政
策
立
案
機
能
を

発
揮
す
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
議
会
と
市
長
の
関

係
は
「
車
の
両
輪
」
に
例
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
よ
り

よ
い
市
民
生
活
の
実
現
の
た
め
、
相
互
に
牽
制
、
協

力
し
責
務
を
果
た
す
べ
き
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、

今
後
の
議
会
活
動
に
お
い
て
も
こ
の
経
験
を
い
か
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
本
条
例
は
制
定
し
て
終
わ
り
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
今
後
、
市
当
局
を
始
め
、
多
く
の
方
々
と
協

働
し
、
事
業
を
推
進
し
て
い
く
た
め
、
議
会
に
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
就
労
推
進
特
別
委
員
会
も
設
置
し
ま
し

た
。
富
士
市
に
根
付
き
始
め
た
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
就
労

の
理
念
が
、
全
国
に
広
が
っ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し

ま
す
。

先進・ユニーク条例
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